
物 品 売 払 契 約  書（案） 
 

長野県工科短期大学校（以下「売払人」という。）と      （以下「買受人」という。）とは、 

物品（旋盤 ）の売買（移設費用を含む。以下「売買」という。）について 、 次の条項により契約を締結する。 

 

（売買物品） 

第１条 売買物品は、次のとおりとする。 

品名 数量 所在地 

旋盤 ６台 上田市下之郷 813-8 

 

（売買代金） 

第２条 売買代金は、 金      円（うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金      円） 

とする。 

 

（契約保証金） 

第３条 契約保証金は、免除とする。 

 

（代金の支払） 

第４条 買受人は、売買代金を、売払人の発行する納入通知書により令和  年  月  日までに売払人 

に支払わなければならない。 

 

（違約金） 

第５条 売払人は、買受人が前条に定める期日までに売買代金を支払わなかったときは、当該期日の翌日か 

ら支払日まで年 2.5％の割合で計算した違約金を徴収するものとする 。 

 

（売買物品の引渡し） 

第６条 売払人は、買受人が売買代金を支払った日から  日以内で売払人と買受人の両者が協議して定め 

る日に当該物品を買受人に引き渡し、買受人は当該物品の受領書を売払人に提出しなければならない。 

 

（危険負担） 

第７条 買受人は、この契約締結の時から売買物品の引渡しの時までの間において当該物品が売払人の責め 

に帰することのできない理由により滅失又は毀損した場合は、売払人に対して売買代金の減免を請求する 

ことができないものとする。 

 

（契約不適合責任） 

第８条 買受人は、この契約締結後において、売買物品の種類、品質又は数量に関して本契約の内容に適合 

しないものがあることを発見しても売買代金の減免若しくは損害賠償の請求又は契約の解除をすること 

ができないものとする。 

 

（契約の解除） 

第９条 売払人は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。 

（１）買受人がこの契約に定める義務を履行しないとき。 

（２）買受人が、この契約の履行期間中に公告に記載した入札参加資格に該当しないと見読められたとき。 

 

 



（返還金等） 

第 10 条 売払人は、前条の規定により解除権を行使した場合は、買受人が支払った売買代金を返還するもの

とする。この場合の当該返還金には、利息を付さない。 

２ 売払人は、前条の規定により解除権を行使した場合は、買受人が負担した契約に係る費用、売買物品に支

出した必要経費、有益費その他一切の費用は賠償しない。 

 

（原状回復義務等） 

第 11 条 買受人は、売払人が第９条の規定により解除権を行使したときは、売払人の指定する期日までに売

買物品を原状に回復して返還しなければならない。ただし、売払人が売買物品を原状に回復させること適当

でないと認めたときは、現状のまま返還させることができる。 

２ 買受人は、前項ただし書の場合において、売買物品が滅失又は毀損しているときは、その損害賠償として

契約解除時の時価により減損額に相当する金額を売払人に支払わなければならない。 

 

（損害賠償） 

第 12 条 買受人は、この契約に定める義務を履行しないため売払人に損害を与えたときは、その損害に相当

する金額を損害賠償として売払人に支払わなければならない。 

 

（返還金の相殺） 

第 13 条 売払人は、第１０条第１項の規定により売買代金を返還する場合において、買受人が第１１条第２項

及び前条に定める損害賠償金を支払うべき義務があるときは、返還する売買代金の全部又は一部と相殺する

ことができる。 

 

（契約の費用） 

第 14 条 この契約の締結及び履行等に関して必要な一切の費用は、買受人の負担とする。 

 

（その他） 

第 15 条 この契約に関しこの契約に関し、疑義又は定めのない事項が生じたときは、その都度売払人その都

度売払人と買受人が協議して定めるものとする。 

 

この契約を証するため、本書２通を作成し、売払人及び買受人記名押印の上、各自その１通を所持する。 

 

 

令和  年  月  日 

 

 

売払人  住 所   上田市下之郷８１３－８ 

                氏 名   長野県工科短期大学校 

                               校長 半田 志郎   印 

 

 

買受人  住 所 

               氏 名                印 

 


